
最低制限設計価格の算出方法の変更について  

 

標記の件について、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの計算式が改

定されたことから、最低制限設計価格の算出方法を下記のとおり変更しますので、

お知らせします。  

 

１．最低制限設計価格の変更  

〇建設工事  

変更前  

【設定範囲】設計金額の １０分の９．０ ～ １０分の９．２  
下記により算出した額を最低制限設計価格（消費税及び地方消費税を除く。）と

するが、その額が設計金額の９０％に満たないときは設計金額の９０％、設計金
額の９２％を超えるときは設計金額の９２％とする。  
 
（算出方法）  
（１）直接工事費 × １０分の９．７   電子計算機（パソコン）でランダムに  
                   発生させた、乱数（事前ランダム係数）  
（２）共通仮設費 × １０分の９     を乗じて最低制限基本価格とし、  
                 × 最低制限基本価格に乱数（公開ラン  
（３）現場管理費 × １０分の９     ダム係数）を乗じて算定した額を最低  

制限価格とする。  
（４）一般管理費 × １０分の５．５   ※乱数（小数点以下８位の任意の数）  
 
（１）＋（２）＋（３）＋（４）＝最低制限設計価格（千円未満切り捨て）  

 

 
 

変更後  

【設定範囲】変更なし              
 
（算出方法）  
（１）直接工事費 × １０分の９．７   電子計算機（パソコン）でランダムに  
                   発生させた、乱数（事前ランダム係数）  
（２）共通仮設費 × １０分の９     を乗じて最低制限基本価格とし、  
                 × 最低制限基本価格に乱数（公開ラン  
（３）現場管理費 × １０分の９     ダム係数）を乗じて算定した額を最低  
                   制限価格とする  
（４）一般管理費  × １０分の６．８   ※乱数（小数点以下８位の任意の数）  
 
（１）＋（２）＋（３）＋（４）＝最低制限設計価格（千円未満切り捨て）  

 

※建設コンサルタント等業務は変更ありません。  
 

 

２．変更実施時期  

令和４年４月１日以降に公告もしくは入札執行通知を行う競争入札から実施し

ます。  

 


